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経済企業委員会会議録 

 

平成２８年２月２２日 月曜日 

  午前１１時３０分開議 

  午前１１時５０分閉議（実時間１９分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第１号・平成２７年度八代市一般会計

補正予算・第８号（関係分） 

１．議案第４号・平成２７年度八代市水道事業

会計補正予算・第１号 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  大 倉 裕 一 君 

副委員長   笹 本 サエ子 君 

委  員    上 村 哲 三 君 

委  員    田 中   安 君 

委  員    橋 本 隆 一 君 

委  員    村 川 清 則 君 

委  員    山 本 幸 廣 君 

委  員    矢 本 善 彦 君 

  

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 農林水産部長     垣 下 昭 博 君 

 農林水産部次長   黒 木 信 夫 君 

経済文化交流部長   池 田 孝 則 君 

 経済文化交流部次長 水 本 和 博 君 

部局外 

  水道局長      宮 本 誠 司 君 

                              

○記録担当書記     土 田 英 雄 君 

 

（午前１１時３０分 開会） 

○委員長（大倉裕一君） 皆さんこんにちは。

（「こんにちは」と呼ぶ者あり） 

 それでは、定足数に達しましたので、ただい

まから経済企業委員会を開会いたします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第１号・平成２７年度八代市一般会計補

正予算・第８号（関係分） 

○委員長（大倉裕一君） それでは、予算議案

の審査に入ります。 

 まず、議案第１号・平成２７年度八代市一般

会計補正予算・第８号中、当委員会関係分を議

題とし、説明を求めます。 

 まず、歳出の第５款・農林水産業費について、

農林水産部から説明をお願いします。 

○農林水産部長（垣下昭博君） 委員長。 

○委員長（大倉裕一君） 垣下農林水産部長。 

○農林水産部長（垣下昭博君） はい。皆さん

おはようございます。（「おはようございます」

と呼ぶ者あり） 

 それでは、議案第１号・平成２７年度八代市

一般会計補正予算・第８号中、当委員会に付託

されました農林水産部関係分、第５款・農林水

産業費につきまして、黒木次長より説明いたし

ます。御審議方よろしくお願いいたします。 

○農林水産部次長（黒木信夫君） 委員長。 

○委員長（大倉裕一君） 黒木農林水産部次長。 

○農林水産部次長（黒木信夫君） はい。農林

水産部次長の黒木です。座って説明をさせてい

ただきたいと思います。 

 予算書の説明に入ります前に、まず、今回の

３月補正予算における人件費の補正内容につい

て説明をさせていただきます。 

補正の主な要因としましては、人事院勧告に

基づく給与改定となっておりまして、国家公務

員の一般職給与法が本年１月に改正されたこと

から、それを受けて、今回、改定を行うもので

ございます。主な改定の対象は、給料表、期末
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勤勉手当となっております。 

まず、給料表におきましては平均０．６２％

引き上げるもので、若年層及び地域の民間給与

との均衡をより重視した熊本県の給与表に準じ

た改定を行うものとなっております。 

次に、期末勤勉手当については、年間支給月

数を一般職においては４．１月から４．２月へ

と０．１月引き上げるものでございます。給与

改定以外の主な補正の要因としましては、休職

者及び育児休業者等の影響によるものでござい

ます。 

 それでは、補正予算書１３ページをお願いし

たいと思います。 

 款５・農林水産業費、項１・農業費、目１・

農業委員会費でございますが、職員６人分の補

正として８１万円の増額補正です。 

次に、目２・農業総務費では、職員４９人分

の補正として４５９万５０００円と、農業集落

排水特別会計への繰出金１６万５０００円の合

わせて４７６万円の増額補正です。 

次に、目６・農事研修センター費では、職員

４人分の補正として２０万２０００円の増額補

正です。 

  次に、目８・農地費では、職員１１人分の補

正として９４万６０００円の増額補正です。 

次に、目１２・地籍調査費では、職員１８人

分の補正として１４４万７０００円の増額補正

です。 

１４ページをお願いいたします。 

項２・林業費、目１・林業総務費でございま

すが、職員９人分の補正として７８万２０００

円の増額補正です。 

次に、目４・林道新設改良費では、職員２人

分の補正として１６万円の増額補正です。 

次に、項３・水産業費、目１・水産業総務費

でございますが、職員５人分の補正として７３

万２０００円の減額補正です。 

以上で、農林水産部関係分の補正予算につい

ての説明を終わります。 

御審議方、よろしくお願いいたします。 

○委員長（大倉裕一君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

○委員（上村哲三君） 一つよか。 

○委員長（大倉裕一君） 上村委員。 

○委員（上村哲三君） 農林水産業費、水産業

総務費の一般職５人で減額てなっとるのは、ほ

かんところとちょっと違うけど、この理由ば。 

○農林水産部次長（黒木信夫君） はい。 

○委員長（大倉裕一君） 黒木次長。 

○農林水産部次長（黒木信夫君） はい。ただ

いまの水産業総務費で減額補正となっているの

はなぜかということですが、職員の育児休業者

の影響によるものでございます。（委員上村哲三

君「結構です」と呼ぶ） 

○委員長（大倉裕一君） はい。ほかにありま

せんか。 

 委員長がお尋ねをしたいので、副委員長と代

わります。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○副委員長（笹本サエ子君） はい。大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。総務委員会に係

ることかもしれませんけれども、全体的なとこ

ろでお尋ねをしたいと思うんですが。ラスパイ

レス指数というのがあるんですけども、今回の

見直しによって職員さんの給与というのはどう

いった状況になるのか。で、県下でどれぐらい

の状況っていうような形になるのか、というと

ころをお聞かせいただければというふうに思い

ます。 

○人事課副主幹兼人事給与係長（浅川公利君） 

委員長。 

○副委員長（笹本サエ子君） 浅川公利人事課

副主幹兼人事給与係長。 

○人事課副主幹兼人事給与係長（浅川公利君） 

はい。おはようございます。（「おはようござい
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ます」と呼ぶ者あり）人事課の浅川でございま

す。 

 御質問にお答えをいたします。現在、速報値

でございますが、今年度のラスパイレス指数、

本市の場合９７．５というふうになっておりま

す。昨年の値も申しますと、２６年度も９７．

５でございました。今回、給与改定を行うこと

でラスパイレス指数がどのようになるかという

ことでございますが、国のほうも若干プラス改

定がなされているところでございます。で、本

市も今回プラス改定ということで、はっきりど

こまでふえるかということまではまだ、今のと

ころ予測はできておりません。若干上がるかな

というところでございます。ただ、県内での順

位でございますが、現在、八代市におきまして

は県内で、――済みません正確な順位はちょっ

とこちらでお答えはできませんが、大体、真ん

中より若干上のほうだったというふうに記憶を

しております。 

 以上、お答えといたします。 

○委員（大倉裕一君） はい、ありがとうござ

います。委員長。 

○副委員長（笹本サエ子君） はい。大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。済みません、先

ほどの上村委員の質問と重なる点があるんです

けれども、育児休職をされている方というのは

農林水産部門で何名いらっしゃるのか、という

ことと、その方の、なんていうんですかね、代

理というか職員さんの手当て、手当てって言っ

たらいいんですかね、代理、臨時採用とかそう

いったので対応されているのか、そのあたりを

お聞かせいただければと思います。 

○人事課副主幹兼人事給与係長（浅川公利君） 

 はい、委員長。 

○副委員長（笹本サエ子君） 浅川公利人事課

副主幹兼人事給与係長。お願いします。 

○人事課副主幹兼人事給与係長（浅川公利君） 

はい。お答えをいたします。現在、農林水産

業費の中では育児休業は１名でございます。で、

こちらの育児休業者の補填といいますか、代わ

りの職員でございますが、こちらは臨時職員の

ほうで補塡をしております。 

以上でございます。（委員大倉裕一君「はい、

ありがとうございました」と呼ぶ） 

○委員長（大倉裕一君） では、委員長を交代

します。 

○委員長（大倉裕一君） ほかに質疑ありませ

んでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） はい、以上で第５款・

農林水産業費について終了いたします。 

 次に、歳出の第６款・商工費及び第９款・教

育費について、経済文化交流部から説明を願い

ます。 

○経済文化交流部長（池田孝則君） 委員長。 

○委員長（大倉裕一君） 池田経済文化交流部

長。 

○経済文化交流部長（池田孝則君） はい。皆

さん、こんにちは。（「こんにちは」と呼ぶ者あ

り）経済文化交流部、池田でございます。 

 それでは、議案第１号・平成２７年度八代市

一般会計補正予算・第８号中、第６款・商工費、

第９款・教育費の関係分につきまして、水本次

長が説明をいたしますので、よろしくお願いい

たします。 

○経済文化交流部次長（水本和博君） 委員長。 

○委員長（大倉裕一君） 水本経済文化交流部

次長。 

○経済文化交流部次長（水本和博君） はい。

経済文化交流部の水本です、よろしくお願いい

たします。座って説明をさせていただきます。 

それでは、経済文化交流部所管分の人件費に
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ついて御説明申し上げます。 

議案第１号・平成２７年度八代市一般会計補

正予算・第８号の、１４ページをお開きくださ

い。説明をいたします補正内容は、先ほど、農

林水産部黒木次長から説明のありましたとおり、

人事院勧告に伴う補正でございます。 

１４ページ、款６・商工費、項１・商工費、

目１・商工総務費でございますが、これは、経

済文化交流部の職員のうち、部長以下、商工政

策課、観光振興課、国際港湾振興課の職員、計

３８名分の補正として、３６６万３０００円の

増額補正でございます。 

続きまして、１８ページをお願いいたします。 

１８ページの款９・教育費、項７・社会教育

費、目３・文化施設費でございますが、これは、

文化振興課職員のうち、厚生会館、鏡文化セン

ター、千丁文化センターの職員７名分の補正と

して、５８万１０００円の増額補正でございま

す。 

次に、目６の文化財保護費でございますが、

これは、ただいま申しました厚生会館、鏡文化

センター、千丁文化センターを除く文化振興課

職員１０名分の補正として、８６万３０００円

の増額補正でございます。 

続きまして、１９ページです。 

款９・教育費、項８・社会体育費、目１・社

会体育総務費でございますが、これは、経済文

化交流部スポーツ振興課職員のうち、課長及び

振興係職員の５名分の補正として、４５万６０

００円の増額補正でございます。 

次に、目３・社会体育施設費でございますが、

これはスポーツ振興課職員のうち、管理係職員

３名分の補正として、２５万７０００円の増額

補正でございます。 

以上、議案第１号 平成２７年度八代市一般

会計補正予算・第８号の経済文化交流部所管の

補正についての説明を終わります。 

よろしく御審議お願いいたします。 

○委員長（大倉裕一君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 次長、済みません。先ほどの育児休職されて

いるというのは、経済文化交流部のほうではい

らっしゃらないということでよろしいですか。 

 水本次長。 

○経済文化交流部次長（水本和博君） はい。

２７年度におきましては、おりませんでした。 

○委員長（大倉裕一君） はい。ほかにござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） ほかになければ、以

上で質疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１号・平成２７年度八代市一般会計補

正予算・第８号中、当委員会関係分について原

案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（大倉裕一君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 小会します。 

（午前１１時４５分） 

                  

（午前１１時４６分） 

○委員長（大倉裕一君） 本会に戻します。 

 次に、議案第４号・平成２７年度八代市水道

事業会計補正予算・第１号を議題とし説明を求

めます。 

○水道局長（宮本誠司君） 委員長。 

○委員長（大倉裕一君） 宮本水道局長。 

○水道局長（宮本誠司君） こんにちは。（「こ

んにちは」と呼ぶ者あり）水道局の宮本でござ

います。着座にて説明させていただきます。 

 それでは、別冊になっております議案第４
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号・平成２７年度八代市水道事業会計補正予

算・第１号について御説明いたします。 

予算書の１ページをお願いいたします。 

第１条 平成２７年度八代市水道事業会計補

正予算（第１号）は次に定めるところによりま

す。 

第２条 平成２７年度八代市水道事業会計予

算第３条に定めた収益的支出の予定額、第１

款・水道事業費用４億２７１９万円、第１項・

営業費用３億８５９９万７０００円に１３０万

４０００円をそれぞれ追加し、第１款・水道事

業費用を４億２８４９万４０００円、第１項・

営業費用を３億８７３０万１０００円に補正い

たします。 

第３条 議会の議決を経なければ流用するこ

とのできない経費、予算第７条に定めておりま

した職員給与費１億５８１万５０００円に１３

０万４０００円を追加し、１億７１１万９００

０円に補正いたします。 

８ページをお願いいたします。補正予算明細

書でございます。 

収益的支出でございますが、これは、人件費

の補正でございます。款１・水道事業費用、項

１・営業費用、目 1・原水及び浄水費から目３・

受託工事費まで１４１万５０００円を減額し、

目４・総係費８５６３万２０００円に２７１万

９０００円を追加し、補正後の金額を８８３５

万１０００円といたしております。 

補正の主な要因といたしましては、人事院勧

告に基づく月例給、期末勤勉手当等の給与改定

及び人事異動等の影響によるものでございます。 

内容につきましては、９ページの給与費明細

書のとおり給料１１４万３０００円、手当２７

万８０００円の増額及び法定福利費１１万７０

００円の減額でございます。 

 以上で説明を終わります。御審議方よろしく

お願いいたします。 

○委員長（大倉裕一君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） それでは、ないよう

ですので、以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第４号・平成２７年度八代市水道事業会

計補正予算・第１号について原案のとおり決す

るに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（大倉裕一君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 以上で付託されました案件の審査は全部終了

いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で、本日の委員会の日程は全部終了いた

しました。これをもって経済企業委員会を散会

いたします。 

（午前１１時５０分 閉会） 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    平成２８年２月２２日 

経済企業委員会 

委 員 長 


